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12．授業等の休開講
（台　　風）
　台風等により、特別警報または暴風を含む警報が滋賀県に発令された場合を基準とし
て、授業の取扱いを次のとおりとします。

① 滋賀県に特別警報が発令された時点で、終日休校とします。当日の授業について
は、後日補講とします。試験については、試験期間延長のうえ、試験を実施しま
す。行事等については、日程を調整します。

② 午前６時時点で暴風を含む警報が解除されている場合は、平常どおり授業を行い
ます。

③ 午前10時時点で暴風を含む警報が解除されている場合は、第３時限から授業を
行います。ただし、午前10時時点で解除されていない場合は、当日の授業は休
講として、後日補講とします。

④ 定期試験の場合は、午前６時時点で暴風を含む警報が解除されていない場合は、
当日の試験はすべて中止して、試験期間延長のうえ、試験を実施します。

⑤ オリエンテーション等の場合は、午前６時時点で暴風を含む警報が解除されてい
ない場合は、当日のオリエンテーション等はすべて中止して、日程を調整します。

（交通機関の運行見合わせ）
　交通機関のストライキ・自然災害による運行見合わせの場合、授業等の取扱いを次の
とおりとします。

① 午前６時時点でJR琵琶湖線京都・長浜間（以下「JR琵琶湖線」という）の運行
見合わせが解除されている場合は、平常どおり授業を行います。

② 午前10時時点でJR琵琶湖線の運行見合わせが解除されている場合は、第３時限
から授業を行います。ただし、午前10時時点で解除されていない場合は、当日
の授業は休講として、後日補講とします。

③ 定期試験の場合は、午前６時時点でJR琵琶湖線の運行見合わせが解除されてい
ない場合は、当日の試験はすべて中止して、試験期間延長のうえ、試験を実施し
ます。

④ オリエンテーション等の場合は、午前６時時点でJR琵琶湖線の運行見合わせが
解除されていない場合は、当日のオリエンテーション等はすべて中止して、日程
を調整します。

⑤ JR琵琶湖線以外の交通機関については、運行見合わせが行われても平常どおり
授業を行います。

⑥ 人身事故等による運行見合わせの場合は、これに該当しないので、解除されたと
きに、延着証明書をもらい登学してください。




